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○ 自転車･特定小型原動機付自転車に乗る時は、

必ずヘルメットを着用しましょう。 

○ 自転車も特定小型原動機付自転車

も、交通ルールを守って安全に走行

しましょう。 

○ 横断歩道は歩行者優先！ 横断中や横断しようとして

いる歩行者がいる時は､必ず止まり歩行者の通行を妨げ

ないようにしましょう。 

○ 運転中のスマホ使用･カーナビ画面の注視等は

重大事故の原因！ 安全な場所に停車してから  

使用しましょう。  

○ シートベルトは全座席着用！ 

こどもには体格に応じたチャイルドシートや

ジュニアシートを使用しましょう。 

〇 道路を渡る時は必ず止まって手を挙げ､右と左をよく見て､

安全を確認しましょう。 

○ 地域の大人が協力し､通学路や生活道路等の安全を見守り

ましょう。 

○ 家庭でも交通安全について日頃から話し合いましょう。 

 

 

 

 

～  春 の 全 国 交 通 安 全 運 動 の 実 施  ～ 

期  間 ： 令 和 ７ 年 ４ 月 ６ 日 ( 日 ) ～ ４ 月 １ ５ 日 ( 火 ) 

 ４ 月 １ ０ 日 ( 木 ) は ｢ 交 通 事 故 死 ゼ ロ を 目 指 す 日 ｣ で す 

 
１ ⾞道が原則､左側を通⾏ 
  歩道は例外､歩⾏者を優先 
２ 交差点では信号と⼀時停⽌ 
を守って､安全確認 

３ 夜間はライトを点灯 
４ 飲酒運転は禁⽌ 
５ ヘルメットを着⽤ 

自 転 車 安 全 利 用 五 則 


